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                                                                 《平成 28年度版》 

 

町内会入会のおすすめ 

                                         牛久保東町内会 

                                        会長 安藤 成人 

 

 「牛久保東町内会」は牛久保東一丁目から三丁目までを区域とし、会員相互の親睦、町内の発展、 

地域社会への貢献等を目的に結成された任意団体で、28 年 1月 1日現在の会員数は 1,258 人です。 

  当町内会では、町内会費、横浜市からの補助金、祭礼や盆踊り大会行事の寄付金等により、下記

掲げる活動を通してお住まいの皆様とコミュニケーションを図りながら「誰もが安全で安心して暮

らせる清潔な街づくり」そして ｢手をつなぎ広げよう地域の輪(和)｣｢育もう未来を担う子どもたち｣と

いう考えのもとに各種の行事を実施し、「人と人とのつながりが実感できお互いに支えあえる地域づく

り」をめざして活動しています。 

是非、ご一読いただき町内会にご入会くださいますようご案内致します。 

 

１ 主な活動（順不同） 

  (1)  役員会議・組長(代表組長)会議の開催                              （担当：総務部） 

        毎月、2日に役員会議、5日に組長会議を開催し、議題の審議や市・区・町内会等の報告・ 

依頼事項を説明します。組長会議は総会に次ぐ議決機関で、出席者は 2～3組をひとつのブ 

ロックとして選任されたいわゆる｢代表組長｣と役員で構成しています。 

  (2) 広報紙の配付、各種資料の回覧                                （担当：広報部） 

        広報紙《県のたより、広報よこはま(市・区版)、ヨコハマ議会だより》、学校だより、地 

区センターや防犯協会等で発行する回覧物を組長のご協力を得て各戸に配付または回覧し

ています。また掲示物の作成・掲出､各種行事の映像記録・保存等の広報活動を行っています。 

《町内会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ  http://hwm3.wh.qit.ne.jp/ushikubohigasi/》 

  (3)  防犯灯の設置、維持管理                            （担当：総務部・防犯灯担当） 

         4 月 1 日現在、町内会の区域には 366 灯の防犯灯が設置されていますが、横浜市の温室効

果ガスの排出削減と市と地域双方の防犯灯維持管理負担を軽減する目的で331灯がLED化さ

れ横浜市に移管された結果、平成 27 年度に町内会が維持・管理する防犯灯は蛍光管仕様の

35 灯(鋼管ポール)です。  

  (4) ごみ集積場所の設置、維持管理                       （担当：環境事業推進委員) 

        ごみ集積場所の増設や設置場所の変更、カラス被害防止用ネット、ネットボックスの整

備・補修等を地域の要望をお聞きしながら実施しています。また、毎月金曜日を『町内資源

集団回収日』に指定して「混ぜればごみ・分ければ資源」をモットーに資源ごみの回収と、

燃えるごみの排出低減に取り組んでいるほか、平成 26 年 4 月から毎月第二月曜日に新聞、
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牛乳パック、古布の三品目を各戸の玄関先に業者が回収に伺う「ツキイチ戸口回収」を始め

ました(業者とマンションの管理組合による事前協議の結果実施しない組もあります )。 

  (5)  防犯活動                                             （担当：防犯防火部・年輪会） 

        町内の丁目毎に役員・組長で「防犯パトロール班」を編成して、毎週 1回(不定期)町内を

巡回するほか、車両に青色回転灯を装着したいわゆる「青パト隊」を編成して安全・安心な

街づくりに努めています。 

  なお、納涼盆踊り大会や祭礼のように大勢の人が集る行事にはその都度パトロール班を編 

成し参加者の安全確保に努めています。また、区域内にある中川小学校に通学する児童の下 

校時の安全を確保するため年輪会(老人会)の有志が年間を通して、通学路の要所要所で児童 

の見守り活動を行っています｡ 

  (6)  防災(減災)・防火活動                                 （担当：防犯防火部/消防団) 

       「 町の(自主)防災組織防災計画」を作成し、定期的に災害対策本部の開設･運営訓練や初 

期消火・応急救護、災害ボランティアによる要援護者の安否確認訓練を実施しています。 

        なお、牛久保地区（牛久保町･牛久保一～三丁目､牛久保西一～四丁目､牛久保東一～三丁

目）には都筑消防団第五分団第二班が組織されていますので、町内及び近隣地区で火災が発

生した場合は、当町内会在住の消防団員も出場し郷土愛護の精神で地域の安全確保に努めて

います。 

  (7) 交通安全活動                                            （担当：道路交通部） 

        春・秋の交通安全運動期間を始め、納涼盆踊り大会や祭礼のように大勢の人が集る行事で 

は部員が交通整理を行い安全面から町内会行事を支援しています。 

  (8)  納涼盆踊り大会                                                  （担当：文化部） 

        毎年、中川小学校の校庭を借用して盆踊り大会を開催しています。納涼を兼ね住民相互の 

コミュニケーションを深める場として大勢の参加者で賑わいます。 

       なお、盆踊り大会の開催経費は総てご寄付(花掛け)によって賄われています。 

  (9)  祭礼行事                                                         （担当：文化部） 

        毎年、体育の日の前日と当日の 2日間にわたって祭礼行事を行なっています。宵宮には三 

丁目のなつみかん公園でちびっ子腕相撲大会や芸能大会を開催し､本宮には子供神輿と山車

が町内を巡行します。また、「子供達の心にいつまでも楽しい思い出として残るようなお祭

りにしたい。」という想いから役員が様々な模擬店を出店し､子ども達に喜ばれています。 

なお、祭礼の開催経費は総てご寄付(奉納)によって賄われています。 

 (10)  敬老行事                                                （担当：総務部・文化部） 

        毎年、敬老の日に中川小学校の体育館を借用して敬老会を開催しています。個人情報保護 

の視点から予め自主申告していただいた満 70 歳以上の方をご招待して子供たちの演技や、

歌謡ショーなどでお楽しみいただいています｡区域内のグループホームの皆さんにもご参加

していただいています。 
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 (11) 家族大運動会                                                   （担当：体育部） 

       毎年、中川小学校の校庭を借用し家族大運動会を開催しています。子供達の参加も多く、 

また、中川小学校の先生方も一部の競技に参加されるなど運動会は毎年盛況に行われていま 

す。 

(12) その他のスポーツ行事                                            （担当：体育部） 

     毎年、グランドゴルフ大会、ボーリング大会、ゆっくり歩こう会等を開催しています。ま 

      た、町内会で中川小学校の施設を借用して誰もが自由に参加することのできる卓球(毎月２ 

回)と、グランドゴルフ(毎月 2回)の「練習日」を設けています｡また、町内会にはゴルフ同

好会とグランドゴルフ愛好会が自主的に活動しています。 

 (13) 女性部活動                                                     （担当：女性部） 

       女性部では毎年部員相互の親睦を深めるため日帰りバス旅行を実施しています。また、年

間を通して町内会行事の賄いを担当し、行事を支援しながら町内会が災害対策用に備蓄して

いる給食資器材の取扱い方法を習熟しています。 

 (14)  子供会活動                                                        （担当：子供会） 

       年間計画を作成し様々な活動を実施しています。当町内会では将来を背負う子供達に積極 

的に町内会の諸行事に参加してもらおうと子供会を専門部のひとつとして位置づけ子供会

の「会費」は徴収していません。  

 (15) 遊歩道、緑道、公園等の清掃・街の美化活動                 (環境美化部） 

町内会には｢さくらんぼ公園｣・｢ひめりんご公園｣・｢なつみかん公園」・｢ふじやとのみち

牛久保東公園(緑道)｣の 4 つの公園愛護会と、地域と行政が協働して身近な道路の清掃活動

や二丁目のけやき広場の花壇に花植え等を行う「牛久保東ハマロード・サポーター」という

組織を設置しています。 

また、毎月第一日曜日を『町内一斉清掃日』に指定し、自分の家の周り、公園、遊歩道等

の清掃、草刈、低木の剪定等の清掃活動を実施して街の美化と環境保全に努めています。 

(16) 町内会役員・専門部員・組長日帰りバス旅行                       （担当：総務部） 

日頃、町内会活動にご協力いただいている町内会役員、専門部部員、組長の親睦と慰労を 

兼ねた日帰りバス旅行を年度末に会費制で実施しています。 

２ 町内会費                                                        （担当：一般会計） 

町内会費は１か月 300 円(賛助会員は年額 6,000 円以上)で、原則として 5月と 10月に半期分 

を集金しますが、希望される方からは 5月に 1年分を一括して集金しています。 

会費は、会議資料や回覧の作成、防犯灯の維持、防災資機材の整備、町内会行事(納涼盆踊り

大会及び祭礼を除く)や専門部・委嘱委員の活動助成、町内会館の維持、備品の購入等に充てら

れています。 

３ 各種募金への協力                                                  (担当:総務部) 

  組長のご協力を得て「戸別募金活動」として次の募金に協力しています。 
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   ◆ 赤い羽根募金         募金の目安額 １世帯あたり   255 円 

   ◆ 年末たすけあい募金   募金の目安額 １世帯あたり  200 円 

   ◆ 赤十字募金      募金の目安額 １世帯あたり  200 円 

４ 町内会の組織 

    町内会規約第 9条に基づく町内会の組織は次のとおりです。当町内会では正副会長、会計、会 

計監査、専門部の正副部長(子供会・年輪会は正副会長)及び行政の委嘱委員を｢役員｣として位置 

づけています。 

      ◎ 町内会長    1 名 

      ◎ 町内副会長 若干名（現在 3名） 

      ◎ 会計    2 名（一般会計 1名、特別会計 1名） 

      ◎ 会計監査  2 名 

    【専門部】 

       ① 総務部            部長 １名 副部長 若干名(現在 3名) 

       ② 広報部            部長 １名 副部長 若干名(現在 4名) 

       ③ 文化部            部長 １名 副部長 若干名(現在 3名) 

       ④ 体育部            部長 １名 副部長 若干名(現在 3名) 

       ⑤ 女性部            部長 １名 副部長 若干名(現在 2名) 

       ⑥ 道路交通部        部長 １名 副部長 若干名(現在 1名) 

       ⑦ 防犯防火部        部長 １名 副部長 若干名(現在 3名) 

       ⑧ 子供会            会長 １名 副会長 若干名(現在 2名) 

       ⑨ 年輪会            会長 １名 副会長 若干名(現在 2名) 

     ⑩ 環境美化部    部長 １名 副部長 若干名(現在 3名) 

 【行政からの委嘱委員】 

       ① 青少年指導員                     ２名 

       ② スポーツ推進委員                 ２名 

       ③ 民生委員児童委員                 ３名 

      ④ 環境事業推進委員                 4 名 

       ⑤ 保健活動推進員                   3 名 

       ⑥ 家庭防災員代表                   １名 

       ⑦ 消費生活推進員                   １名 


